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今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
報
恩
講
と
は
広
義
に
は
宗
祖
や
派
祖
の
忌
日

に
報
恩
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
仏
事
で
あ
る
が
、
狭
義
に
は
真
宗
寺
院
で
行
な

わ
れ
る
そ
れ
を
指
す
。
横
浜
市
栄
区
長
沼
町
に
あ
る
臨
済
宗
円
覚
寺
派
正
安
寺

で
は
、
毎
年
、
春
に
報
恩
講
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
仏
事
は
一
般

の
例
と
異
な
る
点
が
あ
る
。

正
安
寺
に
お
い
て
の
報
恩
講
は
、
そ
の
開
創
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
江
戸
期
に

糊
っ
て
も
、
臨
済
宗
ま
た
は
円
覚
寺
派
と
し
て
の
仏
教
行
事
で
は
な
く
、
講
は

（

勺

入

）

真
宗
の
僧
侶
に
よ
り
勤
修
さ
れ
、
内
容
も
真
宗
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

従
来
、
そ
の
開
創
の
時
期
は
勿
論
、
何
故
に
臨
済
宗
寺
院
で
斯
く
の
如
き
報

恩
講
が
修
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
疑
問
の
点
が
多
々
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
正
安

寺
報
恩
講
が
開
創
さ
れ
る
過
程
を
本
山
で
あ
る
円
覚
寺
所
蔵
の
史
料
に
よ
り
順

を
追
い
み
て
い
く
こ
と
と
し
、
併
せ
て
、
他
の
史
料
も
交
え
江
戸
期
に
お
け
る

一
地
方
寺
院
の
寺
院
経
営
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
宗
教
的
情
況
を
検
討
し
て
み
た

い
。

臨
済
宗
円
覚
寺
派
正
安
寺
に
伝
来
す
る

「
報
恩
講
」
に
つ
い
て

は

じ

め

に

鳥

居

和

郎

正
安
寺
の
報
恩
講
は
、
昭
和
三
十
年
代
前
半
よ
り
真
宗
の
僧
侶
の
参
加
が
な

く
な
っ
た
も
の
の
、
曽
て
行
な
わ
れ
た
報
恩
講
の
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
ま
ず
、
正
安
寺
住
職
に
よ
る
読
経
の
後
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る

厨
子
の
扉
が
開
か
れ
、
正
安
寺
の
檀
家
や
講
中
が
本
尊
を
拝
し
、
次
に
、
真
宗

の
僧
侶
に
よ
る
法
話
が
あ
り
、
正
安
寺
の
檀
家
の
手
に
よ
る
御
斉
も
施
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
三
日
間
に
わ
た
る
報
恩
講
が
勤
修
せ
ら
れ
た
。

正
安
寺
住
職
は
報
恩
講
に
お
い
て
厨
子
の
開
扉
と
閉
扉
の
儀
式
以
外
関
係
せ

ず
、
他
は
真
宗
の
僧
侶
に
任
せ
る
と
い
う
故
実
が
あ
る
た
め
、
報
恩
講
の
内
容

（

ワ

】

）

は
真
宗
寺
院
の
そ
れ
と
同
様
と
い
え
よ
う
。

（

ｑ

〕

）

し
か
し
、
一
般
の
真
宗
寺
院
と
異
な
る
も
の
と
し
て
そ
の
期
日
が
あ
る
。
正

安
寺
の
報
恩
講
を
勤
修
す
る
と
こ
ろ
の
西
本
願
寺
派
の
報
恩
講
の
日
時
に
つ
い

て
述
べ
て
み
る
と
、
本
山
で
は
毎
年
一
月
九
日
か
ら
親
驚
の
忌
日
の
十
六
日
ま

で
の
七
日
間
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
る
が
、
一
般
の
末
寺
で
は
日
を
繰
り
上
げ

て
、
十
二
月
の
適
当
な
日
に
三
日
間
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
前
者
を
「
御
正

０

〆

》

芦

』

（

ん

で

）

忌
報
恩
講
」
、
後
者
を
「
お
取
り
越
し
報
恩
講
」
と
区
別
し
て
い
う
。
ま
た
、

他
の
真
宗
諸
派
で
は
本
山
の
報
恩
講
を
十
一
月
か
一
月
の
い
ず
れ
か
に
勤
修

（

Ｆ

Ｄ

）

し
、
そ
れ
以
前
に
末
寺
や
門
徒
の
お
取
り
越
し
報
恩
講
が
修
せ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
宗
各
派
で
は
、
宗
派
の
一
大
事
と
し
て
報
恩
講
の
日
時
を
決

（

か

り

）

め
て
お
り
、
真
宗
の
僧
侶
な
ら
大
い
に
尊
重
す
べ
き
日
時
で
あ
る
が
、
正
安
寺

報
恩
講
は
真
宗
僧
侶
が
関
係
し
な
が
ら
も
一
般
の
報
恩
講
と
大
き
く
異
な
っ
て

－15－



い
る
の
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
ろ
う
か
、
正
安
寺
報
恩
講
の
性
格
を
考
え
る
う

え
で
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
関
係
史
料
が
な
く
考
察
す
る
こ
と
が
適
わ
な
い
の

で
後
考
を
待
ち
た
い
。

次
に
正
安
寺
と
真
宗
教
団
と
の
結
び
付
き
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
那
辺
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
記
事
に
よ
る
と
、

正
安
寺
、
臨
済
宗
、
鎌
倉
円
覚
寺
末
、
長
沼
山
と
号
す
、
本
尊
三
尊
弥

陀
、
中
尊
三
尺
三
寸
、
脇
士
各
一
尺
八
寸
共
に
親
鴬
作
、
弥
陀
像
に
菩
信

と
刻
し
華
押
を
題
す
、
古
は
天
台
宗
能
満
寺
と
号
す
、
親
驚
鶴
岡
に
て
蔵

写真1 長沼山正安寺門前。左側に寛政四年に江戸石碑講中が建立

し、報恩講のきっかけともなった石碑がある。

経
校
合
の
時
止
宿
せ
し
に
住
僧
月
応
彼
宗
に
帰
依
し
改
宗
す
と
云
、
其
後

廃
蕪
せ
し
を
士
雲
再
造
し
て
禅
刹
と
な
し
、
今
の
寺
号
に
改
む
．
：
…
（
後

略

）

…

…

と
あ
り
、
寺
伝
で
は
曽
て
は
真
宗
寺
院
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
親
鴬
の
滞
在
と

親
鴬
自
作
の
本
尊
を
有
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
真
宗
教
団
と
の
結
び
付
き
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
様
の
寺
伝
を
有
す
る
真
宗
寺
院
は
こ
の
地
方
に
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
先
の
記
事
か
ら
は
他
宗
で
あ
る
と
こ
ろ
の

正
安
寺
に
お
い
て
報
恩
講
を
行
な
う
積
極
的
意
義
が
存
在
す
る
と
も
思
え
な

い
。

そ
こ
で
他
の
客
観
性
を
有
す
史
料
に
、
正
安
寺
と
真
宗
教
団
と
の
結
び
付
き

及
び
報
恩
講
開
創
の
情
況
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
如
何
な
る
史
料
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
次
章
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

正
安
寺
報
恩
講
の
開
創
期
の
情
況
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
具
体
的
な
年
記

を
持
っ
て
真
宗
教
団
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
史
料
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

次
の
も
の
が
、
そ
の
上
限
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
正
安
寺
所
蔵
木
札
）

（

表

）

金

子

千

疋

京

都
西

本

願

寺

一
一

－16－



（
裏
）
明
和
六
已
丑
年
三
月
五
日

こ
の
木
札
は
曽
て
正
安
寺
本
堂
に
掲
げ
て
あ
っ
た
も
の
で
、
明
和
六
年
三
月

五
日
に
西
本
願
寺
が
正
安
寺
に
「
金
子
干
疋
」
を
献
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
献
金
が
何
故
に
拠
る
も
の
か
を
示
す
史
料
は
な
い
も
の
の
、
西

本
願
寺
が
正
安
寺
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
時
よ
り
十
五
年
後
の
天
明
四
年
に
も
、
正
安
寺
と
真
宗
と
の
関
係
を

（

ワ

ー

）

確
認
出
来
る
史
料
が
鎌
倉
円
覚
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
安
寺
が
円
覚

寺
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

奉

願

上

候

口

上

之

覚

一
拙
寺
本
尊
之
儀
、
先
年
御
本
山
御
遠
忌
二
付
、
諸
堂
御
修
覆
為
御
助

成
、
江
戸
表
一
向
門
徒
為
結
縁
、
内
拝
被
成
度
旨
、
御
役
中
か
被
仰
聞
候

虚
、
其
節
と
無
擦
訳
合
有
之
候
二
付
、
御
断
申
上
候
虚
、
其
後
大
切
一
一
守

護
可
仕
様
被
仰
付
、
奉
畏
候
然
虚
、
此
度
帰
源
院
様
升
天
地
庵
廩
首
座
御

内
縁
御
屋
舗
が
御
拝
覧
被
求
度
旨
、
御
内
意
を
以
被
仰
越
候
二
付
、
村
役

人
井
惣
壇
中
遂
相
談
候
処
、
皆
々
承
知
之
上
、
先
達
而
御
役
者
中
が
被
仰

付
候
通
、
御
本
山
御
年
忌
前
、
諸
堂
御
修
覆
御
助
成
二
茂
相
成
、
且
又
拙

寺
永
代
修
覆
料
二
相
成
候
儀
茂
御
座
候
ハ
。
ハ
、
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、

右
二
付
此
度
御
府
内
御
屋
敷
方
井
同
縁
茂
有
之
寺
院
升
町
方
内
拝
二
罷
出

度
奉
存
候
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
偏
奉
願
候
以
上

長

沼

村

天

明

四

年

辰

年

正

安

寺
士

頑

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
二
年
の
円
覚
寺
の
遠
忌
に
あ
た
り
諸
堂
修
復
助
成
の

た
め
、
正
安
寺
本
尊
を
江
戸
の
真
宗
寺
院
や
門
徒
な
ど
に
内
拝
さ
せ
る
ぺ
く
本

山
の
役
中
よ
り
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
。
し
か
し
正
安
寺
側
に
「
無
擦
な
き

訳
合
」
が
あ
り
内
拝
の
一
件
を
謝
絶
し
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
天

明
四
年
に
至
り
帰
源
院
及
び
天
池
庵
よ
り
同
様
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
、

村
役
人
及
び
壇
中
で
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
本
山
の
諸
堂
修
復
助
成
及
び
正
安
寺
の

永
代
修
復
料
に
な
る
と
の
了
解
を
得
ら
れ
た
の
で
本
山
に
対
し
内
拝
を
さ
せ
る

ぺ
く
許
可
を
願
い
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

○

○

）

こ
の
件
に
対
す
る
円
覚
寺
の
対
応
は
『
鹿
山
公
私
諸
般
留
帳
』
の
天
明
四
年

の
冊
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
史
料
に
よ
る
と
許
可
さ
れ

な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
寛
政
四
年
に
正
安
寺
が
円
覚
寺
に
宛
て
た

（

Ｑ

》

）

次
の
文
書
で
あ
る
。

本
山

御
役
所
禅
師

壇
中
惣
代

源

左

衛

門
撫蕊蕊

写真2

像。

真2 正安寺本尊阿弥陀如来立

像。禅宗寺院が阿弥陀如来を本尊

とするのは希といえる。
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先
の
文
書
か
ら
八
年
後
の
寛
政
四
年
の
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
先
年
よ
り
本

尊
の
開
扉
は
「
不
仕
様
二
村
役
人
迄
為
心
得
急
度
被
仰
付
候
」
と
の
本
山
の
指

示
に
よ
り
謝
絶
し
て
い
た
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
江
戸
の
講
中
が
正
安
寺
門
前

へ
石
碑
の
造
立
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
三
月
の
下
旬
の
三
日
間
報
恩
講
を
行
な

い
た
い
旨
再
度
願
い
出
が
あ
っ
た
た
め
、
「
村
内
一
同
」
と
と
も
に
本
山
円
覚

寺
へ
出
願
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
件
に
対
す
る
本
山
側
の
対
応
を
『
鹿
山
公
私
諸
般
留
帳
』
の
寛
政
四
年

閨
二
月
の
冊
に
み
る
と
、

以

書

附

奉

願

上

口

上

之

覚

一
當
寺
門
前
江
江
戸
講
中
石
碑
を
致
造
立
候
二
付
、
何
卒
此
度
為
結
縁
、
聖

人
之
所
刻
の
尊
像
を
奉
拝
覧
度
由
相
願
候
、
然
虚
先
年
従
本
矯
被
仰
渡

候
ハ
？
ハ
、
尊
像
開
扉
之
義
不
仕
様
二
村
役
人
迄
為
心
得
急
度
被
仰
付
候
、

因
是
相
断
申
候
所
右
講
中
之
者
共
其
應
相
願
候
二
付
、
拙
僧
事
不
得
己

本
晴
思
召
之
程
茂
甚
以
恐
入
奉
存
上
候
得
共
、
右
講
中
之
者
共
為
結
縁
報

恩
講
取
立
三
月
下
旬
が
三
日
之
間
、
御
法
事
勤
修
仕
度
以
心
信
願
之
義
二

候
間
、
何
卒
被
仰
付
被
下
候
様
二
村
内
一
同
御
願
奉
申
上
候
以
上

長

沼

村

寛

政

四

子

年

名

主

作

右

衛

門

⑳

閨

二

月

担

方

惣

代

留

兵

衛

⑳

正

安

寺

士

明

④

と
書
か
れ
、
先
の
天
明
二
年
の
円
覚
寺
の
遠
忌
に
あ
た
り
、
諸
堂
修
復
助
成
の

た
め
円
覚
寺
よ
り
正
安
寺
に
対
し
、
江
戸
の
真
宗
寺
院
及
び
門
徒
へ
の
本
尊
内

拝
依
頼
の
折
「
無
擦
訳
合
」
と
正
安
寺
が
応
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
本
尊
の

紛
失
の
た
め
で
あ
り
、
戻
っ
た
の
ち
、
正
安
寺
に
「
大
切
二
守
護
可
仕
旨
」
を

命
じ
て
い
た
が
、
寛
政
四
年
に
至
り
「
然
ル
処
此
度
心
憶
之
輩
有
之
」
と
許
可

に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
文
面
に
よ
る
と
円
覚
寺
は
初
め
て
許
可
を
行
な
う
如
き

印
象
が
感
じ
ら
れ
、
天
明
年
間
の
「
内
拝
」
に
関
す
る
正
安
寺
か
ら
の
願
書
は

不
首
尾
に
終
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
寛
政
四
年
の
石
碑
造
立
を

切
っ
掛
け
と
し
て
一
応
の
正
安
寺
報
恩
講
の
開
創
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
和
六
年
の
西
本
願
寺
よ
り
の
献
金
の
一
件
も
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
内
々
に
お
い
て
類
似
の
仏
事
が
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

蛇
足
に
な
る
が
、
こ
の
石
碑
は
現
在
も
正
安
寺
門
前
に
立
ち
、
正
面
に
は
、

「
親
鴬
聖
人
御
真
作
本
尊
阿
弥
陀
如
来
御
菖
跡
」
と
刻
さ
れ
る
。
総
高
は
約

二
・
五
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
も
の
で
、
講
中
が
熱
烈
な
信
仰
を
寄
せ
た
こ
と
が

偲
ば
れ
る
。

さ
ら
に
、
翌
五
年
に
は
再
び
正
安
寺
か
ら
の
願
書
が
円
覚
寺
所
蔵
文
書
の
な

右
本
尊
之
儀
と
先
年
紛
失
候
処
、
本
山
之
威
光
を
以
取
戻
候
、
已
来
度
々

大
切
二
守
護
可
仕
旨
申
付
置
候
、
然
ル
処
此
度
心
憶
之
輩
有
之
、
内
拝
達

而
願
之
趣
、
御
願
之
通
正
安
寺
井
檀
中
於
常
住
評
席
申
渡
候
、
尤
質
素
二

可
取
斗
旨
申
聞
候
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（

叩

）

か
に
み
ら
れ
る
。

こ
の
文
書
を
見
る
と
「
當
年
茂
・
・
…
．
（
中
略
）
…
…
去
年
の
通
」
と
恒
例
行

事
化
さ
せ
ん
と
す
る
意
図
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
先
に
も
述
べ
た
が
何
に
拠
っ

た
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
本
尊
開
扉
の
具
体
的
な
日
時
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
願
書
に
お
い
て
初
め
て
正
安
寺
の
意
向
と
し

て
「
開
扉
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前

奉

願

口

上

之

覚

一
當
寺
本
尊
、
去
年
三
月
江
戸
表
石
碑
講
中
が
發
起
二
付
、
開
扉
結
縁
仕
度

候
御
願
申
上
候
虚
、
願
之
通
被
為
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
処
右
講
中

が
為
結
縁
當
年
茂
参
詣
仕
度
候
間
、
去
年
之
通
開
扉
相
願
申
候
、
依
之
来

ル
三
月
廿
六
日
が
廿
八
日
迄
三
日
之
間
本
尊
開
扉
仕
度
候
、
此
段
本
山

表
御
披
露
被
下
願
乃
通
被
為
仰
付
ニ
テ
難
有
奉
存
候
、
本
村
内
担
家
中
一

同
御
願
申
上
候
已
上

長

沼

村

正

安

寺

檀

家

惣

代

寛

政

五

年

丑

正

月

十

三

日

源

左

衛

門

⑳

同

留

兵

衛

④

同

村

惣

主

作

右

衛

門

⑳

傳

宗

蓄

様

御

名

次

中

正

安

寺
士

明

④

は
、
真
宗
側
の
立
場
か
ら
と
も
い
え
る
「
内
拝
」
や
「
拝
覧
」
の
文
言
を
用
い

て
い
た
。
こ
の
文
言
の
変
化
や
円
覚
寺
に
宛
て
る
文
書
に
「
報
恩
講
」
の
語
句

が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
当
然
、
意
図
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ

ブ
（
》
Ｏ

寛
文
五
年
、
幕
府
よ
り
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
「
定
」
の

（

ｕ

）

第
一
に
「
諸
宗
法
式
不
し
可
相
飢
・
…
．
．
（
後
略
）
…
：
‐
」
の
条
が
あ
る
。
「
法
式
」

と
は
宗
と
し
て
の
制
度
、
習
慣
、
作
法
、
儀
式
、
法
会
な
ど
の
意
味
を
含
む
も

（

通

）

の
で
あ
る
が
、
臨
済
宗
寺
院
で
真
宗
の
僧
侶
に
よ
る
報
恩
講
が
年
々
の
法
式
と

し
て
勤
修
さ
れ
る
の
を
本
山
円
覚
寺
が
許
可
す
る
行
為
は
、
寺
社
奉
行
及
び
僧

録
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
そ
の
た
め
「
報

恩
講
」
は
も
と
よ
り
「
内
拝
」
、
「
拝
覧
」
の
文
言
を
使
用
せ
ず
に
「
開
扉
」
と

す
る
こ
と
は
、
先
の
条
文
に
対
し
抵
触
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
円
覚
寺
派
内

に
お
い
て
配
盧
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
豊
田
武
氏
は
本
末
制
度
に
お
け
る
本
山
の
持
つ
主
要
な
機
能
の
一
つ

と
し
て
、
「
本
山
は
末
寺
僧
侶
の
布
教
に
対
す
る
監
督
権
を
有
す
る
。
」
と
規
定

表

。

に

日

覚

の

、

い

札

面

八

円

Ｊ

が

用

驚

騨

裏

掲

い

十

Ｊ

書

る

対

わ

に

て

月

講

文

す

に

が

…

溌

難
－19－



こ
の
よ
う
に
、
本
山
側
の
立
合
を
要
求
す
る
こ
と
は
当
然
の
対
応
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
以
後
し
ば
ら
く
の
期
間
こ
の
日
が
正
安
寺
報
恩
講
と
な
る
の
で

あ
る
。さ

ら
に
、
二
年
後
の
寛
政
七
年
江
戸
石
碑
講
中
世
話
人
よ
り
、
正
安
寺
住
職

士
明
及
び
檀
方
惣
代
の
添
書
の
も
と
、
二
通
の
文
書
が
円
覚
寺
に
提
出
さ
れ

（
鴎
）

た
。

寛
政
五
年
正
月
の
冊
に
見
る
と
、

（

焔

）

さ
れ
る
が
、
末
寺
で
あ
る
正
安
寺
が
法
式
を
乱
す
こ
と
は
、
監
督
権
の
不
履
行

に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
正
安
寺
「
報
恩
講
」
が
対
外
的
に
は

「
円
覚
寺
派
の
仏
事
」
と
目
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
本
山
の
一

大
関
心
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

寛
政
五
年
の
願
書
に
対
す
る
本
山
側
の
対
応
を
『
鹿
山
公
私
諸
般
留
帳
』
の

別

紙

以

書

付

奉

申

上

候

一
当
年
が
為
御
法
事
料
金
七
両
積
金
仕
度
、
幾
々
御
法
事
御
繁
栄
被
為
有
候

上
と
、
年
々
御
法
事
料
金
茂
尚
又
講
中
一
同
出
情
可
仕
候
、
依
之
何
卒
永

代
御
法
事
御
免
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
以
上

江

戸

神

田

新

浪

町

講

中

世

話

人

前
件
之
願
年
之
願
出
候
様
二
申
渡
候
、
尤
開
扉
之
節
御
役
中
本
庵
立
合
候

様
申
渡
候

こ
の
よ
う
に
、
法
事
繁
栄
の
た
め
講
中
で
年
七
両
の
法
事
料
金
積
立
を
行
な

う
旨
記
し
、
永
代
法
事
の
許
可
を
願
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
同
時
に
出
さ
れ

（

鴫

）

た
願
書
に
は
、

乍

恐

以

書

付

奉

願

上

候

一
長
沼
正
安
寺
本
尊
阿
弥
陀
如
来
、
親
鶯
聖
人
之
御
正
作
二
而
、
是
迄
三
ケ

年
講
中
共
依
願
開
扉
三
月
廿
六
日
が
廿
八
日
迄
御
免
被
成
下
、
御
法
事
努

相
リ
ー
同
二
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
然
所
當
年
か
永
代
御
法
事
御
免
被
成

下
候
様
講
中
一
同
何
卒
奉
御
願
申
上
候
、
然
ル
上
埴
右
御
法
事
之
儀
一
一
如

何
様
之
六
ヶ
敷
儀
是
有
候
共
、
我
等
引
請
御
本
山
様
江
少
茂
御
苦
労
二
相

掛
ヶ
申
間
敷
候
、
依
之
願
書
差
上
申
候
以
上

江

戸

神

田

新

浪

町

寛

政

七

卯

年

二

月

講

中

世

話

役

久

右

衛

門

⑳

同

堀

口

町

三

丁

目

治

郎

兵

衛

⑳

鎌

倉 鎌
倉円

覚

寺

様

御

役

者

中

様

寛
成
七
卯
年
二
月

久

右

衛

門

⑳

長
沼
村
檀
方
惣
代源

右

衛

門

⑳

正

安

寺

士

明

⑳
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こ
の
よ
う
に
、
江
戸
の
講
中
世
話
役
二
名
が
永
代
開
扉
に
関
し
て
、
「
如
何

様
之
六
ケ
敷
儀
是
有
候
共
我
等
引
請
」
と
積
極
的
に
円
覚
寺
に
対
し
て
許
可
を

求
め
て
い
る
。

こ
の
件
に
係
る
本
山
側
の
対
応
を
再
び
『
鹿
山
公
私
諸
般
留
帳
』
の
寛
政
七

年
二
月
の
冊
に
み
る
と
、

こ
の
よ
う
に
、
永
代
開
扉
の
件
は
本
山
に
は
「
化
縁
」
、
正
安
寺
に
は
「
扶

助
」
に
な
る
と
の
判
断
に
よ
り
勘
弁
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
山
・
末
寺
と

円
覚
寺
様

御

役

者

中

様

右
永
代
開
扉
之
願
、
衆
儀
之
上
当
山
三
門
佛
牌
化
縁
之
儀
も
頼
置
候
事
二

候
得
者
正
安
寺
永
々
扶
助
も
相
成
、
勘
弁
を
以
聞
済
遣
下
候

前
書
奉
願
上
候
通
、
右
講
中
之
者
共
達
而
相
願
候
二
付
、
開
扉
升
御
法

事
御
免
許
被
成
下
候
様
被
仰
付
、
檀
方
一
同
偏
二
奉
願
上
候
以
上

正

安

寺

士

明

④

檀

方

惣

代

源

左

ェ

門

留

兵

衛

与

左

衛

門

も
に
経
済
的
に
資
す
る
点
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
当
初
は
円

覚
寺
側
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
の
天
明
四
年
の
円
覚
寺
宛
の
文
書
な
ど

に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
円
覚
寺
一
山
の
諸
事
情
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
円

覚
寺
は
北
条
時
宗
を
開
基
、
無
学
祖
元
を
開
山
と
し
弘
安
五
年
に
建
立
さ
れ
、

鎌
倉
五
山
の
第
二
位
に
列
す
る
大
寺
院
で
あ
る
が
、
度
々
重
な
る
火
災
や
天
災

に
よ
り
大
伽
藍
も
荒
廃
し
、
そ
の
状
況
を
『
新
編
鎌
倉
志
』
で
は
、
総
門
、
仏

殿
、
方
丈
、
鐘
楼
、
開
山
塔
昭
堂
な
ど
が
残
る
こ
と
を
記
す
の
み
で
、
往
昔
の

盛
時
の
面
影
は
偲
ぶ
べ
く
も
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
円
覚
寺
で
は
天
明
二
年
の
北
条
高
時
の
四
五
○
年
遠
忌
、

翌
三
年
の
北
条
時
宗
の
五
○
○
年
遠
忌
、
同
五
年
の
開
山
五
○
○
年
遠
忌
な
ど

の
一
山
を
か
け
た
重
要
な
法
要
を
勤
修
す
べ
く
、
山
内
の
諸
堂
の
修
補
、
修
造

が
計
画
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
財
源
確
保
が
急
務
と
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て

幕
府
に
御
免
勧
化
の
許
可
を
得
る
べ
く
計
画
が
あ
っ
た
。
（

略

）

し
か
し
な
が
ら
、
鈴
木
良
明
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
末
寺
が
多
い
た
め

私
勧
化
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
た
た
め
か
、
武
蔵
・
相
模
両

国
が
御
免
勧
化
の
巡
行
地
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
結
果
と

し
て
は
勧
化
計
画
は
思
う
よ
う
に
す
す
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
正
安
寺
に
お
け
る
報
恩
講
そ
し
て
江
戸
や
三
浦
郡
中
へ
の
本
尊

（

Ⅳ

）

の
巡
行
も
、
一
連
の
円
覚
寺
遠
忌
勤
修
事
業
の
一
助
と
な
る
べ
く
「
私
勧
化
」

的
要
素
を
持
っ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
江
戸
時
代
後
期
の
仏
教
界
を
、
圭
室
文
雄
氏
は
「
本
山
の
末
寺
に

対
す
る
階
級
支
配
も
強
化
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
あ
る
い
は
修
学
を
通
じ
て

－21－



正
安
寺
報
恩
講
開
創
の
た
め
、
当
初
よ
り
活
動
し
た
江
戸
石
碑
講
に
つ
い
て

（

釦

）

考
え
て
み
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
で
触
れ

る
こ
と
は
避
け
る
が
、
石
碑
講
中
の
活
動
は
、
江
戸
期
後
半
に
盛
行
し
た
寺
社

詣
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
真
宗
門
徒
に
よ
る
「
宗
祖
親
驚
の
遺
跡

詣
」
と
単
純
に
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
江
戸
や
三
浦
・
鎌
倉
郡
な
ど
を
中

（

釦

）

心
と
し
て
講
中
を
持
つ
と
こ
ろ
の
正
安
寺
報
恩
講
の
開
創
や
本
尊
の
出
開
帳
興

行
の
背
後
に
は
、
真
宗
西
本
願
寺
派
の
意
図
的
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

（

喝

）

の
も
の
で
な
く
、
金
銭
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
正
安
寺
を

と
り
ま
く
情
況
も
ま
さ
し
く
そ
う
い
っ
た
一
面
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
も
っ
て
正
安
寺
報
恩
講
は
永
代
に
修
さ
れ
る
に
至
っ

た
が
、
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
単
な
る
円
覚
寺
に
お
け
る
一

連
の
遠
忌
計
画
の
み
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
世
仏
教
界
の
宿

命
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
土
地
所
有
を
は
じ
め
と
し
て
寺
院
の
経
済
的
富
有
化
を
制
限
す
る

こ
と
が
一
貫
し
て
行
な
わ
れ
た
近
世
の
寺
院
政
策
に
加
え
、
「
江
戸
時
代
後
半
、

（

岨

）

民
衆
の
信
仰
が
葬
祭
か
ら
祈
祷
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
状
況
の
も
と
、

正
安
寺
に
限
ら
ず
葬
祭
を
中
心
と
す
る
近
世
寺
院
の
経
営
は
一
般
に
困
難
な
状

態
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
構
造
的
且
つ
閉
塞
的
な
状
況
を

若
干
な
り
と
も
解
決
せ
ん
と
、
敢
え
て
行
な
っ
た
も
の
が
正
安
寺
に
お
け
る
報

恩
講
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

三

に
難
く
な
い
。

横
浜
市
栄
区
小
菅
ヶ
谷
町
の
真
宗
長
光
寺
に
伝
来
す
る
史
料
で
、
弘
化
二
年

四
月
に
正
安
寺
が
藤
沢
宿
の
永
勝
寺
を
は
じ
め
と
し
て
真
宗
寺
院
九
ケ
寺
に
宛

（

配

）

て
た
、
報
恩
講
継
続
の
願
書
と
も
い
う
べ
き
『
規
定
書
』
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
内
容
と
し
て
は
、
正
安
寺
が
文
化
年
間
に
無
住
と
な
り
報
恩
講

が
中
断
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
長
光
寺
の
発
起
に
よ
り
再
び
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
。
亥
年
に
本
願
寺
門
主
の
参
詣
が
あ
っ
た
こ
と
。
小
檀
寺
の
た
め

法
事
積
金
、
堂
宇
修
復
、
本
尊
の
御
用
の
た
め
に
も
頼
母
子
出
資
を
願
う
と
い

う
規
定
を
法
中
一
同
決
定
し
、
円
覚
寺
に
も
出
願
し
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て

い
る
。こ

の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
は
な
い
が
、
正
安
寺
の

経
営
に
は
報
恩
講
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

史
料
に
よ
り
報
恩
講
に
係
わ
っ
て
き
た
真
宗
寺
院
の
名
前
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
そ
れ
等
全
て
が
西
本
願
寺
派
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
正
安

寺
報
恩
講
の
開
創
に
大
き
く
関
係
す
る
要
素
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
正
安
寺
の
存
在
す
る
長
沼
村
と
隣
接
す
る
下
倉
田
村
に
永
勝
寺
と
称

す
東
本
願
寺
派
の
寺
院
が
あ
る
。
元
文
五
年
八
月
に
成
立
し
た
『
下
倉
田
村
永

（

お

）

勝
寺
略
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
親
鴬
の
数
年
間
の
逗
留
が
あ
っ
た
こ
と
、
親
鴬
自

作
と
伝
え
る
「
本
尊
面
掛
阿
弥
陀
如
来
」
及
び
「
笠
乞
聖
徳
太
子
」
、
海
中
出

現
と
伝
え
る
本
堂
本
尊
阿
弥
陀
如
来
が
安
置
さ
れ
る
と
記
さ
れ
、
正
安
寺
の
寺

伝
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
縁
起
の
成
立
に
先
立
ち
、

多
く
の
遺
跡
録
が
永
勝
寺
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
宝
永
八
年
宗
誓
に

（

型

）

よ
り
著
さ
れ
巡
拝
記
録
の
初
期
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
『
遺
徳
法
輪
集
』
の
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記
事
に
も
、
親
鴬
の
滞
在
が
あ
っ
た
こ
と
、
自
作
の
「
面
カ
ヶ
ノ
阿
弥
陀
」
及

び
「
聖
徳
太
子
」
の
二
像
が
安
置
さ
れ
る
と
あ
る
。

ま
た
、
宝
暦
七
年
よ
り
四
回
も
の
調
査
を
行
な
い
、
記
述
は
真
宗
以
外
の
寺

社
に
も
及
び
、
そ
の
内
容
の
詳
細
さ
で
知
ら
れ
る
『
親
鴬
聖
人
御
旧
跡
二
十
四

（

謁

）

輩
参
詣
記
』
に
も
永
勝
寺
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
西
本
願
寺
が
信
仰
を
寄
せ

る
と
こ
ろ
の
正
安
寺
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の

遺
跡
録
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
管
見
の
限
り
正
安
寺
に
つ
い
て
記
述
の
あ

る
も
の
は
無
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
次
に
西
本
願
寺
側
よ
り
正
安
寺
と
東
本
願
寺
派
で
あ
る
下
倉
田
永

勝
寺
に
つ
い
て
記
述
し
た
史
料
を
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
は
、
前
述
し
た
遺
跡
録

と
は
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
併
せ
て
西
本
願
寺
派
側
の
立
場
を
あ
ら

わ
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
史
料
は
横
浜
市
栄
区
上
郷
町
の
光
明
寺
に
伝
来

し
、
天
保
九
年
西
本
願
寺
門
主
の
江
戸
参
向
の
折
、
先
例
に
よ
り
光
明
寺
が
鎌

倉
を
は
じ
め
と
し
周
辺
の
地
の
案
内
役
を
勤
め
た
時
の
記
録
で
あ
る
。

そ
の
記
録
『
鎌
倉
江
之
嶌
御
案
内
手
扣
』
に
よ
る
と
、
倉
田
村
の
記
事
に
は

「
祖
師
聖
人
御
薑
跡
、
裏
方
永
勝
寺
面
拭
ヶ
之
阿
弥
陀
如
来
安
置
」
と
永
勝
寺

に
つ
い
て
触
れ
る
が
、
祖
跡
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
本
尊
に
関
し
て
は

単
に
「
面
拭
ケ
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
安
寺
の
記
事
に
は
「
禅

宗
正
安
寺
、
聖
人
御
作
本
尊
阿
弥
陀
如
来
安
置
」
と
あ
り
極
端
に
そ
の
表
現
を

異
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
正
安
寺
に
関
し
て
は
「
先
御
門
主
様
御
拝
礼
金
三
百
匹
被
下
」
と

（

妬

）

記
す
が
、
こ
の
天
保
九
年
の
時
に
も
銀
一
枚
の
献
金
が
あ
っ
た
こ
と
が
正
安
寺

に
伝
わ
る
木
札
に
よ
り
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
先
に
触
れ
た
明
和
六
年
の
「
金
子

千
疋
」
の
献
金
以
後
も
度
々
、
西
本
願
寺
か
ら
の
献
金
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

親
鴬
に
係
る
、
同
様
の
縁
起
を
持
つ
両
寺
の
表
現
を
異
に
す
る
こ
と
や
先
の

献
金
の
件
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
西
本
願
寺
当
局
が
正
安
寺
に
寄
せ
る
関
心
は
並

々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
本
願
寺
の
東
西
分
立
が
大
き

く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

慶
長
七
年
、
教
如
に
よ
る
東
本
願
寺
の
別
立
以
来
、
東
西
両
本
願
寺
の
対
立

は
激
化
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
勢
力
拡
大
の
た
め
末
寺
獲
得
運
動

が
活
発
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
所
謂
帰
参
改
派
問
題
が
増
加
し
、
そ
の

裁
判
の
た
め
幕
府
の
負
担
が
甚
だ
し
く
な
り
、
寛
延
三
年
、
幕
府
は
そ
の
処
置

（

幻

）

を
当
該
の
領
主
に
委
ね
る
旨
通
達
を
出
す
に
至
る
程
の
情
況
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
末
寺
獲
得
運
動
が
行
な
わ
れ
る
な
か
、
宗
祖
の
遺
跡
を
自
派
の

勢
力
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
質
的
な
面
に
お
い
て
運
動
を
補
完
し
得
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
遺
跡
寺
院
の
獲
得
に
対
す
る
関
心
は
特
別
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
遺
跡
と
認
め
ら
れ
て
い
る
真
宗
寺
院
を
自
派
へ
の
獲
得

が
成
ら
な
い
場
合
に
は
、
遺
跡
寺
院
を
模
し
て
新
規
に
同
名
且
つ
同
様
の
由
緒

付
け
を
行
な
っ
た
寺
院
を
建
立
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
本
願
寺
東
西
分

立
以
後
の
真
宗
寺
院
開
創
の
一
形
式
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
筆
者
は
以
前
指

（

錫

）

摘
し
た
。

永
勝
寺
が
多
く
の
巡
拝
記
録
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
宗
各
派
か
ら
公

的
に
認
め
ら
れ
た
遺
跡
で
あ
り
、
併
せ
て
「
親
鶯
自
作
」
と
伝
え
る
二
体
の
木

像
も
公
認
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
正
安
寺
本
尊
を
「
親
驚
御

正
作
」
と
し
、
宗
祖
の
滞
在
も
事
実
と
す
る
こ
と
は
西
本
願
寺
派
に
と
っ
て
、
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以
上
の
よ
う
に
、
断
片
的
な
史
料
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
正
安
寺
報
恩
講

が
開
創
さ
れ
る
過
程
と
、
併
せ
て
、
開
創
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
臨
済
宗
及
び

真
宗
の
両
面
か
ら
の
因
果
性
の
考
察
を
行
な
っ
た
。

（

鉛

）

戦
国
期
、
小
田
原
北
条
氏
が
真
宗
寺
院
を
弾
圧
し
た
折
、
多
く
の
真
宗
寺
院

が
改
宗
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
一
時
他
国
へ
逃
れ
た
り
し
た
と
い
う
伝
承

や
、
弾
圧
が
解
か
れ
た
の
ち
元
の
宗
派
に
復
し
た
り
、
旧
地
に
戻
っ
た
と
い
う

（

瓢

）

伝
承
を
持
つ
寺
院
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
正
安
寺
も
同
様
の
寺
伝
を
持
つ
た

め
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
親
鴬
に
対
す
る
思
慕
の
念
が
報
恩
講
を
復
活
さ
せ
た

如
き
感
が
あ
る
が
、
事
実
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

正
安
寺
は
、
江
戸
期
の
他
の
大
部
分
の
寺
院
と
同
様
、
経
済
的
基
盤
で
あ
る

朱
印
地
、
黒
印
地
は
無
論
の
こ
と
、
境
内
以
外
の
土
地
を
ほ
と
ん
ど
所
有
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
経
営
に
住
職
、
檀
家
と
も
腐
心
し
て
い
た
と
思
わ
れ

東
本
願
寺
派
に
対
す
る
対
抗
策
と
み
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
つ
ま

り
、
正
安
寺
「
報
恩
講
」
は
本
願
寺
東
西
分
立
が
引
き
起
し
た
旧
跡
宣
揚
運
動

の
高
ま
り
の
な
か
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
正
安
寺
門
前
へ
の
石
碑
の
建
立
に
加
え
、
実
現
は
し
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
保
五
年
、
長
光
寺
が
小
袋
谷
成
福
寺
を
後
援
し
、
鎌
倉

鶴
岡
八
幡
宮
の
経
蔵
前
に
「
親
鶯
聖
人
旧
跡
碑
」
再
建
の
た
め
鶴
岡
八
幡
宮
別

（

調

）

当
荘
厳
院
及
び
築
地
輪
番
へ
願
書
を
出
す
な
ど
、
西
本
願
寺
側
に
よ
る
一
連
の

行
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
出
来
よ
う
。

四

附

記

小
論
を
起
こ
す
に
あ
た
り
、
史
料
の
閲
覧
を
許
可
下
さ
っ
た
円
覚
寺
御
当

局
、
正
安
寺
御
住
職
小
林
誠
道
氏
、
長
光
寺
御
住
職
菅
原
宗
雄
氏
、
光
明
寺
御

住
職
北
条
祐
勝
氏
、
史
料
調
査
に
あ
た
り
御
高
配
を
戴
い
た
鎌
倉
国
宝
館
、
並

に
調
査
に
御
協
力
戴
い
た
内
田
武
氏
、
小
石
光
氏
、
石
山
義
治
氏
、
石
井
喜
一

郎
氏
、
そ
し
て
平
塚
市
博
小
川
直
之
氏
、
当
館
鈴
木
良
明
氏
に
対
し
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

る
。
併
せ
て
、
本
末
制
度
の
な
か
本
山
の
経
営
を
支
え
る
末
寺
と
し
て
様
々
な

賦
課
を
担
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
は
本
寺
の
意
向
を
く
み
な
が
ら
も
、
自
宗

と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仏
事
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ

な
ど
は
、
近
世
の
寺
院
の
行
き
方
を
み
る
思
い
が
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

「
仏
事
」
を
も
包
合
す
る
信
仰
の
多
様
さ
に
も
近
世
仏
教
の
一
面
を
見
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。

ま
た
、
日
本
仏
教
史
の
一
大
事
件
と
も
い
え
る
本
願
寺
の
東
西
分
立
問
題

が
、
正
安
寺
の
如
き
他
宗
の
一
末
寺
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
に
そ
の
影
響
の
幅

広
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

史
料
が
少
な
い
た
め
推
量
に
頼
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
佃
陀
た
る
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
安
寺
報
恩
講
が
真
宗
僧
侶
の
手
か
ら
離
れ
、
寺
と
檀

家
の
み
で
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
何
ら
か
の

意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
い
つ
つ
本
稿
を
成
し
た
次
第
で
あ
る
。
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註
（
１
）
正
安
寺
で
修
さ
れ
る
報
恩
講
は
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
内
容
に
変
化
が
見
ら

れ
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の
三
期
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
Ｈ
開
創
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
明
和
ｌ
寛
政
期
よ
り
昭
和
十
年
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
記
録
で
知
り

得
る
限
り
最
高
九
ケ
寺
、
昭
和
初
年
に
お
い
て
も
六
ケ
寺
程
度
に
よ
る
真
宗
寺

院
が
報
恩
講
を
勤
修
し
、
併
せ
て
門
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
講
中
の
参
詣
が
あ

っ
た
。
口
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
昭
和
三
十
年
代
。
こ
の
時
期
は
戦
中
及
び
戦

後
の
混
乱
の
た
め
、
真
宗
寺
院
そ
し
て
講
中
の
参
加
が
減
少
し
た
。
日
昭
和
三

十
年
代
以
降
、
現
在
に
至
る
時
期
。
真
宗
寺
院
及
び
講
中
の
参
加
が
行
な
わ

れ
ず
、
正
安
寺
と
そ
の
檀
家
の
み
で
報
恩
講
が
修
さ
れ
る
。
内
容
も
所
謂
「
秘

仏
の
開
帳
」
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。

（
２
）
昭
和
三
十
年
代
ま
で
報
恩
講
を
修
す
る
に
あ
た
っ
て
の
中
心
的
寺
院
で
あ
っ
た

横
浜
市
栄
区
小
菅
ケ
谷
町
の
長
光
寺
住
職
菅
原
宗
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
江

戸
期
の
報
恩
講
の
具
体
的
内
容
を
伝
え
る
史
料
は
管
見
の
限
り
現
存
し
な
い
と

思
わ
れ
る
。
従
っ
て
明
治
以
降
の
記
録
や
口
伝
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

（
３
）
正
安
寺
報
恩
講
の
日
時
は
開
創
当
初
は
三
月
二
十
六
日
よ
り
二
十
八
日
の
三
日

間
で
あ
っ
た
が
、
天
保
十
一
年
か
ら
は
三
月
十
六
日
よ
り
十
八
日
に
変
わ
っ
た

こ
と
が
円
覚
寺
所
蔵
文
言
に
よ
り
わ
か
る
。
ま
た
、
正
安
寺
所
蔵
の
木
札
に
よ

る
と
天
保
八
年
は
二
月
十
二
日
よ
り
十
四
日
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
の
太
陽
暦
使
用
後
は
四
月
十
日
を
中
心
と
し
て
勤
修
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
早
島
鏡
正
・
坂
東
性
純
編
『
日
本
仏
教
基
礎
講
座
、
第
五
巻
、
浄
土
真
宗
』
一

一

六

ペ

ー

ジ

。

（
５
）
前
掲
（
４
）
、
大
谷
派
及
び
仏
光
寺
派
の
御
正
忌
報
恩
講
は
十
一
月
二
十
一
日
’

二
十
八
日
、
高
田
派
は
一
月
九
日
’
十
六
日
に
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
各
派
と

も
お
取
り
越
し
報
恩
講
は
そ
れ
以
前
に
行
な
わ
れ
る
。
十
一
月
と
一
月
に
分
か
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（
Ⅳ
）

（
９
）

（
、
）

（
、
）

（
哩
）

（
週
）

（
皿
）

（
鴫
）

（
唾
）

（
”
ｊ
）

（
○
．
）

（
戸
ｂ
）

れ
る
の
は
新
．
旧
の
暦
の
差
に
よ
る
。

末
寺
に
お
い
て
は
農
事
な
ど
地
域
の
特
性
に
よ
る
も
の
か
、
報
恩
講
の
日
時
が

移
動
す
る
例
が
若
干
あ
る
。
岐
阜
県
白
川
村
の
東
本
願
寺
派
明
善
寺
で
は
報
恩

講
を
四
月
に
行
な
う
。
（
石
川
純
一
郎
「
飛
騨
白
川
郷
の
風
土
と
民
俗
Ｉ
浄
土

真
宗
村
落
白
川
村
荻
町
の
民
俗
相
ｌ
」
『
人
類
科
学
』
恥
鏥
所
収
）

「
円
覚
寺
所
蔵
文
書
」
、
『
神
奈
川
県
史
資
料
所
在
目
録
、
鎌
倉
市
そ
の
こ
三

九
三
。
ヘ
ー
ジ
、
（
書
状
の
部
、
３
末
寺
支
配
の
資
料
側
、
ァ
、
Ｃ
）

「
円
覚
寺
所
蔵
文
書
」
、
所
謂
『
参
暇
日
記
』
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
寺
社
奉
行

や
金
地
院
か
ら
の
通
達
、
末
寺
と
配
下
諸
僧
の
訴
願
、
円
覚
寺
内
の
法
要
等
諸

事
を
記
録
し
、
本
山
円
覚
寺
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

前
掲
（
７
）
と
同
じ
。

前
掲
（
７
）
と
同
じ
。

『
御
鯛
書
寛
保
集
成
』
寺
社
之
部
二
五
七
四
。

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
一
二
三
二
ペ
ー
ジ
。

豊
田
武
「
宗
教
制
度
史
」
六
四
ペ
ー
ジ
、
（
『
豊
田
武
著
作
集
』
第
五
巻
所
収
）

前
掲
（
７
）
と
同
じ
。

前
掲
（
７
）
と
同
じ
。

鈴
木
良
明
「
御
免
勧
化
と
近
世
寺
社
政
策
１
円
覚
寺
御
免
勧
化
に
つ
い
て
Ｉ
」

（
『
鎌
倉
』
四
十
六
号
所
収
）

前
掲
（
７
）
と
同
じ
。
正
安
寺
本
尊
の
巡
行
は
現
在
記
録
が
残
る
も
の
と
し
て
、

文
化
四
年
の
江
戸
、
文
化
十
三
年
の
三
浦
郡
内
が
あ
る
。

圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』
二
四
三
ペ
ー
ジ
。

前
掲
（
過
）
と
同
じ
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
。

正
安
寺
門
前
に
石
碑
を
造
立
し
た
江
戸
の
石
碑
講
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
ら

な
い
の
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
石
碑
の
基
壇
に
は
次
の
よ
う
に
刻
さ
れ
る
。
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（
皿
）

（
邪
）
こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
正
安
寺
に
拝
礼
金
三
百
疋
が
下
附
さ
れ
た
時
、
建
長
寺

や
円
覚
寺
に
対
し
て
は
、
宝
物
類
の
上
覧
の
礼
金
と
し
て
金
百
疋
、
方
丈
に
対

し
て
は
金
二
百
疋
の
献
金
で
あ
る
か
ら
、
寺
格
に
比
し
て
正
安
寺
が
受
け
た
拝

へへへ
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（
配
）

（
”
）
『
御
鯛
書
寶
暦
集
成
』
宗
旨
之
部
一
○
○
一
・

（
記
）
拙
槁
「
相
模
国
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
展
開
ｌ
「
寺
院
の
造
立
」
を
視
点
と

「
講
中
、
江
戸
神
田
新
浪
町
三
崎
町
、
木
具
屋
仁
兵
衛
徳
力
屋
清
兵

衛
近
江
屋
久
右
衛
門
伊
勢
屋
伊
右
衛
門
行
田
屋
文
左
衛
門
増
田
屋
清

（

力

）

左
衛
門
相
模
屋
善
吉
」
、
こ
の
よ
う
に
名
前
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
商
人
が

中
心
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

正
安
寺
報
恩
講
を
勤
修
す
る
真
宗
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
講
中
を
組
織
し
報
恩
講

に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
初
期
の
『
報
恩
講

会
計
帳
』
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
が
正
安
寺
に
献
金
を
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

「
長
光
寺
所
蔵
文
書
」
、
『
規
定
書
』
の
宛
名
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
九
ヶ
寺
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
永
勝
寺
（
藤
沢
市
本
町
）
、
長
光
寺
（
横
浜
市
栄
区
小

菅
ケ
谷
町
）
、
光
明
寺
（
横
浜
市
戸
塚
区
上
郷
町
）
、
東
福
寺
（
横
浜
市
港
南
区

笹
下
町
）
、
成
福
寺
（
鎌
倉
市
小
袋
谷
）
、
善
了
寺
（
横
浜
市
戸
塚
区
矢
部
町
）
、

上
正
寺
（
茅
ケ
崎
市
小
和
田
）
、
成
正
寺
（
横
浜
市
戸
塚
区
柏
尾
町
）
、
長
成
寺

（
横
浜
市
金
沢
区
六
浦
町
）
。
ま
た
『
規
定
書
』
に
記
さ
れ
る
永
勝
寺
は
、
真
宗

の
古
跡
寺
院
で
あ
る
と
こ
ろ
の
戸
塚
区
下
倉
田
町
の
永
勝
寺
と
は
別
で
あ
る
。

『
神
奈
川
県
史
資
料
編
』
第
八
巻
（
近
世
５
下
）
五
四
七
ペ
ー
ジ
。

『
神
奈
川
県
史
資
料
編
』
第
八
巻
（
近
世
５
下
）
五
四
セ
ペ
ー

中
根
和
浩
．
一
十
四
輩
考
」
（
『
近
世
仏
教
の
諸
問
題
一
三
九
’
二
三
五
ぺ
－

『
遺
徳
法
輪
集
』
巻
第
三
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
所
収
）

礼
金
の
多
さ
が
注
目
さ
れ
る
。

ジ
）

し
て
Ｉ
」
（
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
』
第
十
二
号
所
収
）

（
鯛
）
「
長
光
寺
所
蔵
文
書
」
、
長
光
寺
所
蔵
の
多
数
の
文
書
の
な
か
に
、
天
保
五
年
十

一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
五
点
の
鶴
岡
八
幡
宮
経
蔵
前
に
「
御
旧
跡
碑
」
建
立

に
関
す
る
史
料
が
あ
る
。
築
地
別
院
や
鶴
岡
八
幡
宮
の
認
可
書
を
得
た
こ
と
や

石
碑
の
寸
法
の
決
定
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
鋤
）
『
神
奈
川
県
史
資
料
編
』
第
三
巻
六
六
四
一
、
七
五
一
八
号
文
書
な
ど
に

よ
り
、
小
田
原
北
条
氏
が
真
宗
に
対
し
て
禁
制
を
加
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
瓢
）
『
新
編
相
模
国
風
土
記
槁
』
に
記
載
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
三
浦
郡
西
来
寺
は
山

城
国
へ
、
鎌
倉
郡
上
之
村
光
明
寺
は
江
戸
へ
、
同
郡
小
袋
谷
成
福
寺
は
伊
豆

へ
、
同
郡
下
倉
田
村
永
勝
寺
は
甲
斐
へ
一
時
移
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
外
、
同
様
の
内
容
を
伝
え
る
寺
院
は
三
浦
郡
、
鎌
倉
郡
を
中
心
に
か
な
り
多

い

。
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